












































要約

　欧米とオセアニアの先進工業国では、「子どもを産むか産まないか、いつ、何人産むか」

を決めるのは女性の基本的人権にかかわることであり、そのための方法と情報を与えるの

は国家や専門家の責任という認識がある。家庭医、家族計画クリニック、産婦人科医など

さまざまな専門家が避妊サービスと情報を提供しており、女性は生殖可能年齢を通してさ

まざまな避妊法を使い分けている。ヨーロッパとオセアニアでは、避妊に失敗した場合に

用いる緊急避妊法の使用も多い。

　より失敗が少なく、効果が高く、女性に負担の少ない避妊法や中絶法の研究も盛んであ

り、日本では考えられないほど多くの方法が開発され、テストされている。男性避妊法も

開発が進み、臨床試験まで進んでいるものもある。

欧米ではかって Every child should be a wanted child が家族計画の合言葉だったが、

最近女性がいっそう確実な避妊を求めるようになるにつれ、Every child should be

aplanned child に変わってきた。「女性が積極的に妊娠しようとしたとき以外の妊娠」、

すなわち「予定外の妊娠(unplanned pregnancy)」には、「意図しない(unintended)」、「事

故または過失による(mistake)」、「望まない(unwanted)」、または「望まない時期(not at the

right time, mistimed)」の妊娠があるが、これらを極力減らすことが家族計画の目標に

なっている。

 かつて家族計画の調査・研究はもっぱら開発途上国の出生を減らすことに向けられてき

たが、1980 年代半ば頃から先進国の間でも予定外の妊娠と中絶に大きな差があることが

明らかにされ、その理由を明らかにするため、避妊法の使用状況についての調査が相次い

でなされた。その結果、中絶および予定外の妊娠を少なくする最大の要因は、近代的避妊

法(ピル、IUD、不妊手術)の使用率であることが明らかになった。すなわち、より多くの

女性が確実な方法を使っている国ほど予定外の妊娠と中絶が少ないのである。

　近代的避妊法が認可されていることは、必ずしもそれらの方法が大勢の女性に使われて

いることや、正しく使われていることを意味しない。避妊法の availability や

accesibility(誰でもたやすく利用できる)、acceptance(受容性;方法の安全性や確実性を

正しく認識している)、compliance(コンプライアンス;き.ちんと使う)が重要なのである。

availability と accesibility は医療制度の影響(身近な家庭医による処方・医療保険の

カバー)が大きく、acceptance や compliance には医療制度のほかに性教育、セクシュア

リティヘの態度、メディア報道などの影響が大きいことが明らかになった。

　ピルはメリットがデメリットを上回ることが明らかになっているが、欧米でもピルの安

全性を正しく理解していない女性は、副作用を恐れて使用しなかったり、正しく使用して

いないことが多く、予定外の妊娠や中絶の増加につながっていることが明らかにされた。



したがって最近ではピルの acceptanceや compliance を上げるため、医学的に意味のない

処方時の検査は極力避けるのがコンセンサスになってきている。WHO の Medical

Eligibility Criteria for Starting Contraceptive Methods では、健康な女性であれば

ピル服用に何の制限も設けなくてよいとしている。最近では処方薬の指定をはずして薬局

で自由に買えるようにすべきだとの議論がさかんになっている。


